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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両状態を診断する診断部と、
　車両の現在地と目的地との間の走行径路の中で、予め定められた基準に基づいて推奨径
路を求める走行径路算出部と、
　算出された走行径路を表示する表示部と、
　を備え、
　診断部は、車両の蓄電装置の充電状態を取得し、過充電状態または過放電状態と診断す
るときに、その診断結果を走行径路算出部に出力する手段を有し、
　走行径路算出部は、診断部の診断結果に基づいて推奨経路を再計算する際に、過充電状
態のときは車両の回転電機を駆動源として走行する道路を優先する径路を推奨経路として
算出し、過放電状態のときは車両の回転電機を発電機として回生する道路を優先する径路
を推奨径路として算出することを特徴とする車両用制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用制御装置において、
　診断部に用いられる診断用データの格納と、走行径路算出部及び表示部に用いられるナ
ビゲーション用データの格納とに共用して用いられる記憶部を備えることを特徴とする車
両用制御装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両用制御装置において、
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　診断部は、
　車両が充電中のときの車両状態を充電中情報として取得して記憶部に記憶させる手段と
、
　車両が充電中のときの車両周辺の状態を外部撮像器にて撮像したデータを外部監視情報
として取得して記憶部に記憶させる手段と、
　記憶された充電中情報と外部監視情報とに基づき、充電中の車両状態を診断する手段と
、
　を有することを特徴とする車両用制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の車両用制御装置において、
　表示部は、記憶された充電中情報と外部監視情報の少なくとも１方を表示することを特
徴とする車両用制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用制御装置に係り、特に車両状態を診断する診断装置と、ナビゲーショ
ン装置とを有する車両における車両用制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両には、現在位置から目的位置までの推奨径路を計算し、これをディスプレイ等の画
面に表示するナビゲーション機能を備えるものがある。ここで、ナビゲーション機能を実
行するには地図情報等の大規模なデータが必要なことから、記憶装置として大容量ＨＤＤ
が用いられる。車両には、その他に記憶されたデータを用いて処理を行う装置が搭載され
るが、その場合に、その目的のための記憶装置として、ナビゲーション機能に用いられる
大容量ＨＤＤが利用されることがある。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ナビゲーション装置のＨＤＤが有する大容量性を利用して、
これを車両用診断装置の記憶装置に用い、ナビゲーション装置の表示装置に診断結果のメ
ッセージ表示を行うことが開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、画像イメージセンサによって撮像された車両内外の撮像データ
を圧縮してカーナビゲーションシステムのＨＤＤに記憶し、このデータを読み出してＬＣ
Ｄタッチパネルに表示することが開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－４４５５０号公報
【特許文献２】特開２００５－１０２０８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このように、従来技術においては、ナビゲーション機能に用いられる大容量ＨＤＤを他
の目的に利用することが開示されている。しかしながら、従来技術においては、ナビゲー
ション機能に用いられる大容量ＨＤＤのあまった記憶容量を他の目的のために利用してい
るだけで、ナビゲーション機能に付加価値を与えるものではない。例えば、特許文献１で
は、車両用診断装置がナビゲーション装置の記憶装置を利用することが述べられているが
、車両診断装置の診断機能とナビゲーション装置のナビゲーション機能とを協働的に作用
させるものではない。
【０００７】
　本発明の目的は、車両状態の診断機能とナビゲーション機能とを協働制御することを可
能とする車両用制御装置を提供することである。他の目的は、ナビゲーション機能に用い
られる記憶装置に記憶される情報を用いることで車両の診断機能の向上を図ることを可能
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とする車両用制御装置を提供することである。以下の手段は、上記目的の少なくとも１つ
に貢献する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る車両用制御装置は、車両状態を診断する診断部と、車両の現在地と目的地
との間の走行径路の中で、予め定められた基準に基づいて推奨径路を求める走行径路算出
部と、算出された走行径路を表示する表示部と、を備え、診断部は、車両の蓄電装置の充
電状態を取得し、過充電状態または過放電状態と診断するときに、その診断結果を走行径
路算出部に出力する手段を有し、走行径路算出部は、診断部の診断結果に基づいて推奨経
路を再計算する際に、過充電状態のときは車両の回転電機を駆動源として走行する道路を
優先する径路を推奨経路として算出し、過放電状態のときは車両の回転電機を発電機とし
て回生する道路を優先する径路を推奨径路として算出する。
【００１０】
　また、本発明に係る車両用制御装置において、診断部に用いられる診断用データの格納
と、走行径路算出部及び表示部に用いられるナビゲーション用データの格納とに共用して
用いられる記憶部を備えることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明に係る車両用制御装置において、診断部は、車両が充電中のときの車両状
態を充電中情報として取得して記憶部に記憶させる手段と、車両が充電中のときの車両周
辺の状態を外部撮像器にて撮像したデータを外部監視情報として取得して記憶部に記憶さ
せる手段と、記憶された充電中情報と外部監視情報とに基づき、充電中の車両状態を診断
する手段と、を有することが好ましい。
【００１２】
　また、本発明に係る車両用制御装置において、表示部は、記憶された充電中情報と外部
監視情報の少なくとも１方を表示することが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　上記構成により、車両用制御装置は、走行径路算出部は、診断部の診断結果に基づいて
推奨径路を再計算する。これによって、車両状態の診断機能とナビゲーション機能とを協
働制御することが可能となる。
【００１４】
　また、車両用制御装置において、診断部は、車両の蓄電装置の充電状態を取得し、過充
電状態または過放電状態と診断するときに、その診断結果を走行径路算出部に出力し、走
行径路算出部は、診断部から受け取った診断結果に基づき、過充電状態のときは走行負荷
の大きい走行径路を推奨経路として算出し、過放電状態のときは走行負荷の少ない走行径
路を推奨径路として算出する。このようにして、車両状態の診断機能とナビゲーション機
能とを協働制御することが可能となる。
【００１５】
　また、車両用制御装置において、診断部に用いられる診断用データの格納と、走行径路
算出部及び表示部に用いられるナビゲーション用データの格納とに共用して用いられる記
憶部を備える。したがって、記憶装置の数を抑制することができ、また、車両状態の診断
機能とナビゲーション機能との協働制御において利便性が向上する。
【００１６】
　また、車両用制御装置において、診断部は、車両が充電中のときの車両状態を充電中情
報として取得して記憶部に記憶させ、車両が充電中のときの車両周辺の状態を外部撮像器
にて撮像したデータを外部監視情報として取得して記憶部に記憶させ、記憶された充電中
情報と外部監視情報とに基づき、充電中の車両状態を診断する。これによって、ナビゲー
ション機能に用いられる記憶装置に記憶される情報を用いることで車両の診断機能の向上
を図ることが可能となる。
【００１７】
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　また、車両用制御装置において、表示部は、記憶された充電中情報と外部監視情報の少
なくとも１方を表示する。このようにして、ナビゲーション機能に用いられる記憶装置と
表示部とを用いて、車両の診断機能の向上が図られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に図面を用いて本発明に係る実施の形態につき詳細に説明する。図１は、車両用制
御装置１０の構成を示す図である。車両用制御装置１０は、車両に搭載される診断装置の
機能と、やはり車両に搭載されるナビゲーション装置の機能とを協調的に制御する機能を
有する。
【００１９】
　車両用制御装置１０は、診断装置用ＣＰＵ２０と、診断装置用ＣＰＵ２０に接続される
車両状態検出部２２と、やはり診断装置用ＣＰＵ２０に接続される撮像器インタフェース
２４とを含んで構成される。これらが、車両状態を診断する診断部の主要な構成要素とな
る。また、車両用制御装置１０は、ナビゲーション装置用ＣＰＵ４０と、ナビゲーション
装置用ＣＰＵ４０に接続されるナビゲーション表示器４２と、やはりナビゲーション装置
用ＣＰＵ４０に接続されるＧＰＳインタフェース４４とを含んで構成される。これらが、
車両の現在位置と目的位置との間の推奨径路を算出して表示するナビゲーション機能を実
行するための主要な構成要素となる。さらに、車両用制御装置１０は、記憶部６０を備え
る。
【００２０】
　そして、診断装置用ＣＰＵ２０と、ナビゲーション装置用ＣＰＵ４０と、記憶部６０と
は、相互に内部バスで接続される。したがって、記憶部６０は、診断部に用いられる診断
用データの格納と、ナビゲーション機能の実行のために用いられるナビゲーション用デー
タの格納とに共用して用いられる。このように、車両用制御装置１０は、車両診断装置が
有する機能と、ナビゲーション装置が有する機能とを融合させ、協働的に作用させる構成
をとっている。ここで、大別すれば、診断機能のための要素は、診断装置用ＣＰＵ２０と
車両状態検出部２２と、撮像器インタフェース２４と、記憶部６０の一部であり、ナビゲ
ーション機能のための要素は、ナビゲーション装置用ＣＰＵ４０と、ナビゲーション表示
器４２と、ＧＰＳインタフェース４４と、記憶部６０の一部である、ということができる
。かかる車両用制御装置１０は、車両搭載に適したコンピュータで構成することができる
。
【００２１】
　車両状態検出部２２は、車両の走行時における車両の各要素の状態を検出する機能を有
するものである。例えば、車速を検出する車速検出部、エンジン回転数を検出するエンジ
ン回転数検出部、アクセル開度を検出するアクセル開度検出部等が含まれる。
【００２２】
　また、車両がエンジンと回転電機とを備えるハイブリッド車両においては、蓄電装置の
充電状態（Ｓｔａｔｅ　Ｏｆ　Ｃｈａｒｇｅ）を判断するＳＯＣ判断部、回転電機の回転
数を検出する回転電機回転数検出部、冷却水の温度を検出する冷却水温度検出部等が車両
状態検出部２２に含まれる。
【００２３】
　また、燃料電池を搭載する車両においては、燃料電池の発電状態を判断する発電状態判
断部、燃料電池用の冷却水の温度を検出する燃料電池冷却水温度検出部等が車両状態検出
部に含まれる。
【００２４】
　車両状態を示すデータとしては、車両を構成する各要素に設けられたセンサ装置の出力
データを用いることができる他、車両の制御装置の入力信号または出力信号に基づいて算
出されるデータを用いることができる。したがって、ここで車両状態検出部２２とは、セ
ンサ装置のみならず、車両の制御装置も含む広義の意味で用いている。
【００２５】
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　撮像器インタフェース２４は、車両に備えられ、特に車両の外部を撮像する撮像器に撮
像指示を与え、撮像されたデータを受け取る機能を有するインタフェース部である。撮像
器は、車両内部の車室内を撮像するものであってもよい。また、車両に備えられるもので
なく、車両の外部の施設に設けられるいわゆる外部撮像装置であってもよい。このような
外部撮像装置としては、駐車場における監視装置、ガソリンスタンドにおける監視装置等
をあげることができる。これらの外部撮像装置と交信するには、例えば、無線電波を用い
ることができる。
【００２６】
　ハイブリッド車両の場合に、外部撮像装置として、充電スタンドにおける監視装置を用
いることができる。このときには、ハイブリッド車両と、充電スタンドとは、電源供給ラ
インで接続されているので、この電源供給ラインを介し、いわゆるＰＬＣ（Ｐｏｗｅｒ　
Ｌｉｎｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）技術を用い、監視装置と交信することができる
。この場合には、ＰＬＣ技術を用いたインタフェース回路で、撮像器インタフェース２４
を構成することになる。
【００２７】
　ナビゲーション表示器４２は、車両の現在位置と目的位置との間の推奨径路を表示する
機能を有する小型ディスプレイで、車室内に設けられる表示器である。
【００２８】
　ＧＰＳインタフェース４４は、ＧＰＳ方式により車両の現在位置を示すデータを受信す
るインタフェース回路である。
【００２９】
　記憶部６０は、元々はナビゲーション装置用の記憶装置であるが、診断装置の機能に用
いられるデータ等も記憶される。記憶部６０に記憶されるものは、車両用制御装置１０に
用いられる各種プログラムの他、大別すると、診断用データ６２と、ナビゲーション用デ
ータ６８である。診断用データ６２には、車両状態検出部２２から取得したデータ、これ
らを加工したデータである車両状態情報６４と、撮像器インタフェース２４から取得した
データ、これらを加工したデータである外部監視情報６６が含まれる。ナビゲーション用
データ６８には、地図情報等が含まれる。また、各種プログラムには、ＧＰＳインタフェ
ース４４から取得したデータから、現在位置を算出し、これを地図情報上に表示するため
のプログラム、現在位置から目的位置までの推奨径路を算出し、これを地図情報上に表示
するためのプログラム等が含まれる。
【００３０】
　診断装置用ＣＰＵ２０は、状態診断モジュール３０と、車両状態検出部２２からのデー
タを取得する車両状態取得モジュール３２と、撮像器インタフェース２４からのデータを
取得する外部監視状態取得モジュール３４とを含んで構成される。車両状態取得モジュー
ル３２によって取得されたデータは、記憶部６０において車両状態情報６４として記憶さ
れる。また、外部監視状態取得モジュール３４によって取得されたデータは、記憶部６０
において外部監視情報として記憶される。
【００３１】
　状態診断モジュール３０は、各種のデータに基づき、予め定めた基準に従って、車両の
状態が正常か否かを判断し、車両の状態が正常でない場合には、その原因を解析してその
結果を診断結果として出力する機能を有する。診断結果の出力は、例えば、異常表示ラン
プ等で表示される他、ナビゲーション表示器４２に表示するものとできる。
【００３２】
　診断の基礎となる各種のデータは、記憶部６０に記憶されている車両状態情報６４と外
部監視情報６６である。したがって、車両の状態診断には、ナビゲーション機能と診断機
能とで共用される記憶部６０のデータが用いられることになる。
【００３３】
　例えば、ＳＯＣ判断部によって判断された蓄電装置の充電状態が車両状態検出部２２を
介して取得されると、一旦、記憶部６０の車両状態情報６４として記憶される。そして、
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状態診断モジュール３０は、記憶部６０からこれらのデータを読み出し、他の必要な情報
を加えて、予め定められた診断基準に従って、蓄電装置が正常な充電状態にあるか否かを
判断し、正常でないと判断すると、次に、過充電状態か過放電状態かを判断する。このよ
うに、記憶部６０のデータを用いて、車両状態の診断が実行される。
【００３４】
　また、他の例をあげると、ハイブリッド車両が充電スタンドで充電中の際に、充電スタ
ンドの監視カメラの撮像データがＰＬＣ技術によって撮像器インタフェース２４を介して
取得されると、取得された画像データは、一旦、記憶部６０の外部監視情報として記憶さ
れる。そして、状態診断モジュール３０は、記憶部６０からこれらのデータを読み出し、
他の必要な情報を加えて、予め定められた診断基準に従って、充電中の車両の外部状況が
正常か否かを判断する。また、読み出された撮像データは、画像データに変換され、ナビ
ゲーション表示器４２に表示される。表示は、リアルタイムで行うこともできる。このよ
うに、記憶部６０のデータを用いて、車両状態の診断が実行され、ナビゲーション表示器
４２に表示される。
【００３５】
　ナビゲーション装置用ＣＰＵ４０は、現在位置から目的位置までの推奨径路を算出する
走行径路算出モジュール５０と、診断装置用ＣＰＵ２０によって診断された診断結果を取
得する診断結果取得モジュール５２と、取得された診断結果に基づいて推奨径路を再計算
する走行径路再計算モジュール５４とを含んで構成される。算出または再算出された推奨
径路は、ナビゲーション表示器４２に表示される。
【００３６】
　上記構成の作用、特に診断装置用ＣＰＵ２０とナビゲーション装置用ＣＰＵ４０とが協
働して実行する機能について、図２、図３を用いて説明する。以下では、図１の符号を用
いて説明する。
【００３７】
　図２は、診断装置用ＣＰＵ２０の機能によって車両の状態が異常であるとされたときに
、その結果をナビゲーション装置用ＣＰＵ４０の機能によって、推奨径路が変更される様
子を示す図である。
【００３８】
　図２は、ナビゲーション表示器４２に表示される内容を模式的に示す図で、地図上に現
在位置７２と、目的位置７４が示されている。そして、ナビゲーション装置用ＣＰＵ４０
の走行径路算出モジュール５０によって一旦算出された推奨径路７６が破線で示されてい
る。この推奨径路７６は、従来技術で用いられる最短径路算出方法を適用して求められる
径路を用いることができる。図２では、車両７０がこの推奨径路７６に沿って走行する様
子が模式的に示されている。
【００３９】
　診断装置用ＣＰＵ２０において、状態診断モジュール３０は、この走行中も、車両状態
検出部２２から取得し記憶部６０に記憶される車両状態情報６４に基づいて、車両状態が
正常か否かを継続的に診断している。ここで、地点８０は、車両状態が正常でない、と診
断された地点である。ここでは、車両に搭載される蓄電装置の充電状態が正常でない、と
判断され、さらに、蓄電装置が過放電であると診断されたものとする。
【００４０】
　診断装置用ＣＰＵ２０の状態診断モジュール３０は、その診断結果を適当な警告ランプ
で表示させるとともに、その診断結果をナビゲーション装置用ＣＰＵ４０に伝送する。ナ
ビゲーション装置用ＣＰＵ４０では、診断結果取得モジュール５２がその診断結果を受信
し、走行径路再計算モジュール５４がその診断結果に基づいて、新しい推奨径路を算出す
る。
【００４１】
　診断結果に基づいて走行径路を再計算するために、予め診断結果に応じた再計算の基準
を定めることができる。例えば、上記のように、蓄電装置の充電状態が正常でないときに
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は、過充電の場合に、車両の回転電機を駆動源として走行する道路を優先する径路、例え
ば登り坂を優先する経路を、推奨し、過放電状態のときは車両の回転電機を発電機として
回生する道路を優先する径路、例えば下り坂を優先する経路を推奨する。また、ブレーキ
に不具合が生じたときには、下り坂を避ける径路が推奨される。
【００４２】
　図２の地点８０において、診断結果が過放電とされると、走行径路再計算モジュール５
４は、登り坂を禁止し、平坦地よりも下り坂の径路の方を優先する条件を加え、地点８０
から目的位置７４までの推奨径路を算出する。図２では、算出された新しい推奨径路８２
が実線で示されている。なお、地点８０以後の今までの推奨径路７７は、参考のため、破
線で示されている。
【００４３】
　このようにして、診断装置用ＣＰＵ２０と、ナビゲーション装置用ＣＰＵ４０との協働
により、現在の車両状態に適合して、目的位置までの推奨径路が更新される。
【００４４】
　図３は、車両に搭載されたバッテリが外部電源によって充電可能なハイブリッド車両の
場合に、充電中の状態を診断する様子を示す図である。以下では、図１の符号を用いて説
明する。図３では、充電スタンド１００において車両７０が充電中である様子が示されて
いる。そして、充電スタンド１００に設けられる監視カメラ１０４の監視データが、車両
７０と充電スタンド１００とを電気的に接続する電源供給ライン１０２を用い、ＰＬＣ技
術によって撮像器インタフェース２４を介し、診断装置用ＣＰＵ２０に伝送される。図３
では、監視カメラ１０４は、車両７０における給電の様子の他に、車両７０の近傍にいる
人１０６の挙動、車両近傍の建物１０８の状態等も撮像し、診断装置用ＣＰＵ２０に伝送
される。また、充電中の蓄電装置の充電状態の変化等は、車両状態検出部２２を介し、診
断装置用ＣＰＵ２０に伝送される。
【００４５】
　伝送されたデータは、外部監視情報６６、充電中情報１１０として、記憶部６０に記憶
される。そして、この記憶された充電中情報１１０に基づいて、状態診断モジュール３０
は、充電中の車両状態の診断を実行する。また、外部監視情報６６に基づいて、充電中の
車両７０の周辺の状況に異常がないか判断する。また、ＰＬＣ技術によって伝送された外
部監視情報６６は、画像データに変換され、例えばリアルタイムでナビゲーション表示器
４２に表示され、車室内の運転者等に提供される。
【００４６】
　なお、車両に搭載された車載カメラを用いて撮像することもできる。例えば、道路の白
線を認識し、走行レーンを確保するシステム向けに用いられる車載カメラを用いて、車両
の外の状況を撮像し、これを外部監視情報６６、充電中情報１１０として、記憶部６０に
記憶し、これを利用できる。そしてその車載カメラの電源を、外部電源により充電される
バッテリの電力をＤＣ／ＤＣコンバータで降圧したもので駆動するものとできる。
【００４７】
　このように、車両診断装置のためとナビゲーション装置のためとに共用される記憶部６
０に記憶される情報に基づき、充電中の車両状態が診断される。また、充電中の車両周辺
状態が診断装置用ＣＰＵ２０によって取得され、ナビゲーション装置用ＣＰＵ４０の機能
を用いてナビゲーション表示器４２に表示される。このようにして、診断装置用ＣＰＵ２
０とナビゲーション装置用ＣＰＵ４０との協働が行われる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に係る実施の形態の車両用制御装置の構成を示す図である。
【図２】本発明に係る実施の形態における診断装置用ＣＰＵの機能によって車両の状態が
異常であるとされたときに、その結果をナビゲーション装置用ＣＰＵの機能によって、推
奨径路が変更される様子を示す図である。
【図３】本発明に係る実施の形態において、車両がハイブリッド車両の場合に、充電中の
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状態を診断する様子を示す図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１０　車両用制御装置、２０　診断装置用ＣＰＵ、２２　車両状態検出部、２４　撮像
器インタフェース、３０　状態診断モジュール、３２　車両状態取得モジュール、３４　
外部監視状態取得モジュール、４０　ナビゲーション装置用ＣＰＵ、４２　ナビゲーショ
ン表示器、４４　ＧＰＳインタフェース、５０　走行径路算出モジュール、５２　診断結
果取得モジュール、５４　走行径路再計算モジュール、６０　記憶部、６２　診断用デー
タ、６４　車両状態情報、６６　外部監視情報、６８　ナビゲーション用データ、７０　
車両、７２　現在位置、７４　目的位置、７６，７７，８２　推奨径路、８０　地点、１
００　充電スタンド、１０２　電源供給ライン、１０４　監視カメラ、１０６　人、１０
８　建物、１１０　充電中情報。

【図１】

【図２】

【図３】
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